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１．適用範囲 

  本業務は、仕様書に基づき実施するものとする。 

  

 

２．目的 

  いちょう公園内の支障木伐採・剪定 
 

 

３．業務期間 

  契約締結の翌日 から 令和 ７年 １月３１日まで 

 

 

４．業務場所 

いちょう公園（沼端 外 地内） 

  集積箇所は図面のとおりとする。 

 

５．作業体制 

  ① 受注者は、現場担当者を選任し業務工程表を作成したうえで、監督員等と協

議を行い、業務を実施するものとし、現場担当者に変更があった場合は、監督

員に報告を行うこととする。 

  ② 現場担当者は、常に監督員と連絡をとれるよう体制を整えることとする。 

  ③ 不可抗力等により業務の遂行が困難になった場合は、監督員に確認・協議の

うえ業務を進めることとする。 

 

６．機密の保持  

  受注者は、業務上知り得た機密及び個人情報については、ほかに漏らしてはなら

ない。 

また、本記載事項については、委託業務終了後も適用する。 

 

 

７．業務の注意事項 

  ① 本業務の実施にあたっては、施設利用者等が快適に利用できるよう安全に十

分注意し、効率的かつ迅速に作業を行うものとし、事故が発生した場合は、事

故報告書を監督員に提出するものとする。 

② 業務により、施設等の損傷をした場合は、監督員に報告すると共に受託者の

負担で現状に復旧するものとする。 

 

８．提出書類 

①着手届け 

 ②担当者通知書 

 ③完了届け（作業報告書、作業前・作業状況・作業後の写真添付） 

 ④引渡書 

 ⑤請求書 

 



 

９．その他 

  この仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、両者が協議し定めるものと

する。 


